
●申告期限　１月31日（月）
●個人番号（マイナンバー）の記入
　個人番号12桁（法人は13桁）を申告
書の所定の欄に記入してください。な
お、個人の方が申告書を窓口に提出す
る場合は、マイナンバーの確認と本人
確認を行いますので、６ページの「本
人確認書類などのご用意を」をご覧い
ただき、必要書類をお持ちください。

●よくある質問
Ｑ．個人でも申告する必要がありますか？
Ａ．�個人・法人にかかわらず、不動産
賃貸業や農業など、事業を営み、
資産がある場合は申告が必ず必要
です。

Ｑ．申告対象となる資産が何か分かり
　　ません。
Ａ．�減価償却資産明細書または固定資
産台帳をご確認ください。申告対
象となる資産は、その中から固定
資産税が課税される家屋、自動車
税および軽自動車税が課税される
自動車などを除いたものにおおむ
ね一致します。

Ｑ．資産に増減がありませんが申告は必
　　要ですか？
Ａ．�資産に増減がなくても、毎年申告
書の提出は必要です。備考欄に「増
減なし」と記入して申告してくだ
さい。

Ｑ．太陽光発電設備も、申告が必要で
　　すか？
Ａ．�10Kw以上の太陽光発電設備は、
申告が必要です。

問税務課固定資産税係　☎22-1313

　固定資産税は、土地や家屋のほか、償却資産（事業用資産）も課税対象になります。事業を営む目的
で機械や備品などの資産を所有している、または市内事業者に資産を貸し付けている個人・法人の方は、
地方税法の規定により、１月１日現在の所有状況を申告しなければなりません。固定資産台帳や減価償
却費内訳表などを必ずご確認の上、期限までに申告書を提出してください。昨年申告された方には申告
書を郵送していますが、用紙が届いていない方や新たに事業を始めた方はご連絡ください。償却資産を
所有されていない方は「該当資産なし」として申告してください（申告書備考欄に記入してください）。

償却資産の申告を忘れずに！

業種 資産の名称

全業種共通

受変電・自家発電・太陽光発電等の電気設備、中
央監視装置、屋外の給排水ガス設備、駐車場舗装

（アスファルト）、門・塀、看板、広告設備、エアコ
ン、内装（テナントが施工したもの）など

一般事業
（事業所）

応接セット、キャビネット、ロッカー、パソコン、
金庫、コピー機、エアコンなど

不動産賃貸業
（アパート・
駐車場など）

屋外の給排水ガス設備、駐車場舗装、門・塀、
エアコン、自転車置場、屋外灯、駐車場用機械
設備等、その他屋外の設備など

小売店・飲食店
レジスター、テレビ、カラオケ、冷蔵庫、陳列棚、ガ
スレンジ等の厨房用品、エアコン、看板、自動販売
機、内装（テナントが施工したもの）など

写真店 写真現像焼付設備、パソコン、デジタル複写機、
エアコンなど

ガソリン
スタンド

独立キャノピー、構内舗装、コンクリート擁壁、排
水除外設備、屋外照明設備、給油装置、洗車装置、
ホイールバランサー、コンプレッサーなど

建設業 ブルドーザー・スイーパー等建設用大型特殊自
動車、堀削機、測量機器など

理容・美容業
理美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤー、
テレビ、エアコン、レジスター、サインポール、
内装（テナントが施工したもの）など

病院
ベッド、手術台、Ｘ線装置等の医療用機器、エ
アコン、給食用厨房用品、看板、内装（テナン
トが施工したもの）など

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、
ビニール包装設備など

自動車修理業 測定・検査工具、舗装路面、施盤、プレス、圧
縮機など

娯楽業
パチンコ・スロット台、テレビゲーム機、両替機、
カラオケ機器、ゴルフ練習場ネット設備、テニ
スコートなど

印刷業 各種製盤機および印刷機、裁断機、製本設備など

農業・畜産業 代かき機、乾燥機、サイロ、草刈機、堆肥散布機、
搾乳機など

●償却資産の対象となる主な資産例（業種別）

白石市学力向上プロジェクトの取り組み

問学校管理課　☎22-1342

白川小学校
と整理をweb上で全員が同時に行うことができ
るとともに、互いの意見や考えをリアルタイムで
見合うことができるので、スムーズな理解につな
げることができました。
　その他、Google workspaceのアプリMeet
を活用したトヨタ自動車工場オンライン見学や南
三陸町立戸倉小学校との交流学習も行うなど、タ
ブレットPCを有効に活用した教育活動の充実に
努めています。

タブレット端末を有効に活用した授業づくり
川小学校では、１人１台のタブレット端末
の良さをいろいろな学習活動に生かし、よ

り分かりやすい授業づくりを進めています。
　５年社会「くらしをささえる食料生産」の学習
では、Google workspaceのアプリJamboard

（付箋書き込み機能）を活用し、身の回りの食材
の産地を分かりやすく白地図に整理して、地方ご
との特徴（例：北海道は農作物の生産が盛んであ
るなど）をまとめることができました。書き込み

白白

谷小学校では、校内研究を重ねながら主体
的に学ぶ算数の授業づくりに力を入れてい

ます。本年度は特に対話を通した活動で学びを深
める指導を工夫しており、１人１台タブレットを
活用して、ペアで考えを共有したり、みんなの考
えを電子黒板に集約して考えを比べたりする学び
合いの活動が充実してきました。答えは同じでも
考え方がさまざまあることや、１人では解決が難
しい問題でも、みんなで力を合わせれば解決でき

深深
児童が主体的に学ぶ算数科の授業づくり

る、といった算数の楽しさを実感している児童の
声が聞かれるようになってきました。
　また、週１～２回、放課後に10分程度「パワ
ーアップタイム」として、問題に取り組んでいま
す。学年により下校時刻が異なるので、上学年の
パワーアップタイムには、下学年の担任が指導に
加わります。学級２人体制で指導に当たることで、
よりきめ細やかな指導・支援を行い、児童の基礎
学力の定着と学力向上を目指しています。

▲２人体制で指導するパワーアップの様子 ▲電子黒板を使って考えを比較し合います ▲タブレット端末で考えを説明する児童

深谷小学校

▲ タブレット端末でまとめた白地図をも
とに、児童がノートにまとめています

▲ 児童全員がタブレット端末で入力した食
材の産地についての白地図

▲ 児童が食材の産地を整理し、友だちの
考えを共有しながら入力します
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